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警
察
庁
は
、
次
年
度
の
盗
聴
捜
査
関
連
予
算
と
し
て
、
「
組
織
犯
罪
捜
査
用
記
録
装
置
」
を
四
億
六
千
二
百
万
円
で
購
入
す 

 

る
と
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
一
セ
ッ
ト
七
百
万
円
相
当
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
を
使
用
し
た
記
録
装
置
六
〇
セ
ッ
ト
あ
ま
り

の
購
入
に
充
て
ら
れ
る
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
大
容
量
の
「
記
録
装
置
」
を
使
用
す
る
こ
と
を
、
政
府
は
、
「
適
切
な
媒
体
を
用
い
る
」
（
刑
事
局
長
答 

 
 

 

弁
）
と
だ
け
説
明
し
、
国
会
答
弁
の
中
で
、
一
言
も
言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
衆
参
両
法
務
委
員
会
配
布
資
料
で 

 
 

は
、
長
時
間
記
録
可
能
な
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
を
録
音
に
供
す
る
と
説
明
し
て
い
た
。 

こ
の
記
録
媒
体
一
枚
は
、
1
・
4
メ
ガ
バ
イ
ト
の
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
2
千
枚
弱
に
該
当
す
る
。
大
容
量
の
画
像
、
百
科

事
典
な
ど
大
量
の
デ
ー
タ
を
収
録
す
る
た
め
に
も
っ
と
も
普
及
し
て
い
る
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
と
比
べ
て
も
そ
の
4
倍
以
上
も
の

容
量
を
持
つ
と
聞
い
て
い
る
。 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
は
、
現
行
の
リ
ム
ー
バ
ブ
ル
記
憶
媒
体
の
な
か
で
も
最
大
の
容
量
（
片
面
2
・
6
ギ
ガ
バ
イ
ト
）
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
機
器
導
入
に
つ
い
て
以
下
、
質
問
す
る
。 

盗
聴
捜
査
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

一 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
の
導
入
に
つ
い
て 

二 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
の
性
能
に
つ
い
て 

2 

将
来
に
お
い
て
、
記
録
、
駆
動
装
置
そ
の
も
の
が
、
規
格
改
訂
・
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。 

1 

導
入
予
定
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
機
器
及
び
、
接
続
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
等
、
導
入
予
定
機
器
「
一
セ
ッ
ト
」
の
「
記
憶
容

量
」
「
編
集
機
能
」
「
検
索
機
能
」
等
具
体
的
能
力
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
機
器
は
、
現
在
市
場
価
格
で
は
一
〇
万
円
以
下
で
あ
る
。
し
か
し
、
警
察
庁
予
算
の
計
上
額
で
は
、

一
セ
ッ
ト
七
〇
〇
万
円
と
さ
れ
て
い
る
。 

1 
政
府
は
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
の
導
入
を
い
つ
決
定
し
た
の
か
、
国
会
審
議
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
導
入
の
予
定

を
説
明
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。 

こ
の
市
場
価
格
と
の
落
差
は
な
ぜ
か
。
捜
査
用
に
特
別
の
機
器
の
開
発
を
行
う
た
め
な
ら
ば
設
計
と
仕
様
を
公
開
す
べ

き
で
は
な
い
か
。 

「
盗
聴
法
」
対
象
の
死
刑
相
当
犯
罪
の
公
訴
時
効
は
一
五
年
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
オ
ー
デ
ィ
オ
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
等

今
後
一
五
年
間
安
定
し
て
利
用
で
き
る
機
材
を
使
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

 



 

 

三 

3 

「
盗
聴
法
」
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
「
盗
聴
捜
査
」
は
最
小
化
す
べ
き
で
あ
り
、
導
入
予
定
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
機
器

は
、
記
憶
容
量
が
大
き
す
ぎ
な
い
か
。
将
来
の
捜
査
対
象
拡
大
に
備
え
て
、
高
性
能
機
器
導
入
を
予
定
す
る
の
で
は
な
い

か
。 

三 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
の
配
備
と
取
扱
い
に
つ
い
て 

1 

警
察
、
検
察
及
び
裁
判
所
に
お
い
て
、
共
通
の
規
格
性
能
の
機
材
を
配
備
す
る
の
か
。
ま
た
警
察
以
外
の
関
連
機
関
が

導
入
を
予
定
す
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
機
器
の
セ
ッ
ト
数
と
仕
様
を
述
べ
ら
れ
た
い
。 

2 

一
セ
ッ
ト
七
〇
〇
万
円
と
い
う
金
額
の
機
材
は
、
市
販
製
品
よ
り
も
高
度
な
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
と
み
な
さ
ざ
る
を

得
な
い
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
の
記
録
は
、
加
工
、
編
集
が
容
易
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
な
い
と
い
う
特
性
を

持
つ
。
従
っ
て
記
録
の
改
竄
が
行
な
わ
れ
た
時
、
発
見
が
困
難
で
あ
り
、
チ
ェ
ッ
ク
が
む
ず
か
し
い
。
記
録
の
改
竄
を
ど

の
よ
う
に
防
止
す
る
の
か
。 

3 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｒ
Ａ
Ｍ
導
入
は
、
「
盗
聴
法
」
立
法
過
程
で
論
議
さ
れ
た
盗
聴
捜
査
の
最
小
化
措
置
と
逆
行
す
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
厳
格
な
利
用
条
件
、
能
力
の
限
定
を
含
め
て
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


